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電子申請の申請日入力方法等の留意事項 

 

電子申請での確認及び検査関係書類の申請日については、本申請日を基準と

するため、以下の運用とします。 

 

①「申請日」を空欄にして、申請書等を PDF 作成し、申請（事前相談） 

を実行してください。 

※エラーメッセージ（入力漏れ等）が出ますが、解消しないまま操作を 

進めてください。 

【図１】 

 

②センター担当者から、本申請をお願いする旨のお知らせメールが届きま 

 したら、「本申請」のボタンを押してください。その時、申請日を入力 

するための画面が表示されますので、入力した後、改めて申請ボタンを 

押してください。 

※自動的に、本申請日が申請書（PDF データ）に反映されます。 

【図２】 

 

 

注）１ 消防同意が必要な物件の日付については、全ての審査が終了

した時点での日付を、センター担当者からの正本依頼の前に、

事前に入力（建築工事届も同日入力）したうえで PDF ファ

イルに変換し差し替えした後、申請書等印刷製本の窓口提出

の準備をしてください。 

 

注）２ 確認申請時の建築工事届の日付については、全ての審査が終

了した時点で、センター担当者からの本申請依頼に対し、本

申請を実行できる日（申請書と同日）を事前に記入したうえ

で PDF ファイルに変換し、ファイル一覧にアップロードし

て、本申請の準備をしてください。 

 

注）３ 各申請書に事前相談時の申請日が記入されている場合でも受

理いたしますが、本申請又は正本依頼前であれば一度空欄の

処理を、本申請を受理した後であれば、建築工事届も含め補

正等していただくことといたします。 
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図１ 新規申請書等作成時の画面 

 ※申請日を空欄にし、申請書等作成、事前相談の申請を実行する 

 

 

 

図２ 本申請時の申請日入力を求める画面 

 ※本申請日を入力し、申請のボタンを押す 

 


